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令和3年㈱第17号（令和2年㈱第103号）

求 意 見 書
ｰ

ｰ

被告人し

被告人に対する道路交通法違反被告事件について，別添のとおり，弁護人山中理司か

ら移送の請求があったので，裁判官河畑勇の命により意見を求める。 （意見には具体的

理由を添えられたい。 ）

令和3年3月22日

釧路地方裁判所刑事部

裁判所香記官 ゞ古ノl 1

釧路地方検察庁検察官殿
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意

上記請求は。 〃綱噸I綱榊ず縄で‘謬序､､と思料する。
理 由

画別紙記載のとおり

□

令和ヅ年J月ユ豚日

釧路地方検察庁

検察官稀娠綱″

釧路地方裁判所刑事部御中

届
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別紙

本件は，被告人が，令和元年11月17日，北海道釧路市内の道路で，法定

の最高速度(60キロメートル毎時）を47キロメートル超える107キロメ

ートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行した道路交通法違反の事案

である。

被告人及び弁謹人は，公訴事実記載の日時場所で普通乗用自励車を運転して

いたこと （犯人性）は認める旨であるものの，法定の最高速度を47キロメー

トル超える107キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運嘘した事実を

否認している。

弁護人作成の令和3年3月’8日付け移送請求響記載の検察官請求予定書証

に対する弁護人意見等からすると，本件罪体の立証には，本件速度測定機器(オ

ーピス）製造会社の担当者の証人尋問が必要となる見込みであるところ，同証

人尋問は’本件事案を正確に把握している釧路地方検察庁の検察官において実

施した方が効率的かつ効果的であることは明らかである。

また，前記征人尋問に関連する被告人の主張内容如何によっては，犯罪地に

おいて補充捜査が必要となる可能性が全くないわけではなく，その補充捜査を

踏まえて作成しだ証拠の立証を行う必要性が生じる可能性もある。

よって’本件については，犯罪地を管轄する釧路地方裁判所において公判を

遂行するのが相当な事案である。

以上の事情から，本件移送請求は不相当であり，職梅を発励して移送すべき

ではないものと思料する。

以上

一

、

戸

■


